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参考資料 

法改正の動向について 

 

１ 児童福法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 63号） 

  

 ⑴ 児童福祉法の理念の明確化等 

  ・児童の福祉を保障するための原理の明確化 

・家庭と同様の環境における養育の推進 

・しつけを名目とした児童虐待の防止 

 ⑵ 児童虐待の発生予防 

  ・子育て世代包括支援センターの法定化 

・支援を要する妊婦等に関する情報提供 

・母子保健施策を通じた虐待予防等 

 ⑶ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

  ・市町村における支援拠点の整備 

・市町村の要対協の機能強化 

  ・児童相談所の体制強化、権限強化等 

 ⑷ 被虐待児童への自立支援 

  ・親子関係再構築支援 

・里親委託等の推進 

・18歳以上の者に対する支援の継続  

 

２ 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律 

（令和元年法律第 46号） 

  

 ⑴ 児童の権利擁護 

  ・親権者等による体罰の禁止 

 ⑵ 児童相談所の体制強化等 

  ・介入機能と支援機能の分離 

  ・常勤医師及び保健師の配置 

  ・常勤弁護士の配置（これに準ずる措置） 

・児童福祉司及びスーパーバイザーの配置基準等 

・児童心理司の配置基準 

・児童相談所の業務の質の評価 

    ・児童虐待を行った保護者への医学的又は心理的知見に基づく指導 

 ⑶ 関係機関間の連携強化 

  ・ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化 

・児童が転居する場合、転居先の児童相談所への速やかな情報提供及び要対協が 

速やかに情報交換を行うことができるための措置等 

（裏面に続く） 

主 な 改 正 点 

主 な 改 正 点 
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参考資料 

３ 児童福法等の一部を改正する法律（案） 

 

  児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯が顕在化してきて

いる状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う。 

 

⑴ 子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充 

・こども家庭センターの設置（子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援セン 

ターの見直し） 

  ・訪問による家事支援、児童の居場所づくり支援、親子関係形成の支援等 

  ・児童発達支援センターの役割明確化や、発達支援の類型(福祉型・医療型)一元化 

 ⑵ 一時保護児童等への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上 

・一時保護所の環境改善、民間との協働による親子再統合 

  ・里親支援センターを児童福祉施設として位置づけ等 

  ・困難を抱える妊産婦等へ一時的な住居や食事提供等 

 ⑶ 社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化 

  ・児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化 

  ・社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点の設置 

  ・障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の22歳までの入所継続等 

 ⑷ 児童からの意見聴取等の仕組み整備 

  ・入所措置や一時保護等の際の児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた環境整備 

 ⑸ 一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入 

  ・児童相談所が一時保護を開始する際、裁判官に一時保護状請求等の手続導入 

 ⑹ 子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上 

  ・虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応について十分な知識・技術を有する者

を児童福祉司の任用要件に新たに追加 

〇子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入。 

〇認定資格の取得状況等を勘案し、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、 

養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備。 

    〇能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、 

施行後２年を目途として検討。 

 ⑺ 児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組みづくり） 

  ・児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化等 

 

  令和６年４月１日 ※⑸及び⑺の一部については、それぞれ政令で定める日 

改 正 の 趣 旨 

主 な 改 正 点 

施 行 期 日 


